
利用者負担額（３歳未満児） 
 (1) 一般世帯（ひとり親世帯・在宅障がい者世帯を除く世帯） 

（単位：円） 
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の 
階層区分 

利用者負担額（月額／人） 

階層 
区分 

定義 

子ども・子育て支援法施行規則第４条に規定する保

育必要量の認定区分 

保育標準時間（上段） 

保育短時間（下段） 

０歳児 １・２歳児 

第１ 
階層 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を
含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律による支援給付受給世帯 

0 0  

0 0  

第２ 
階層 第１階層を除き、

当該年度の４月
分から８月分ま
での利用者負担
額の算定にあっ
ては前年度分の、
当該年度の９月
分から３月分ま
での利用者負担
額の算定にあっ
ては当該年度分
の市町村民税の
額の区分が右欄
の区分に該当す
る世帯 

市町村民税非課税世帯 
0 0 

0 0 

第３ 
階層 

市町村民税所得割課税額 
４８，６００円未満 

16,700 16,000 

10,700 10,000 

第４ 
階層 

市町村民税所得割課税額 
４８，６００円以上 
９７，０００円未満 

25,800   24,000 

19,800  18,000 

第５ 
階層 

市町村民税所得割課税額 
９７，０００円以上 
１６９，０００円未満 

35,300   32,700 

29,300  26,700 

第６ 
階層 

市町村民税所得割課税額 
１６９，０００円以上 
３０１，０００円未満 

46,000   42,600 

40,000  36,600 

第７ 
階層 

市町村民税所得割課税額 
３０１，０００円以上 

56,400   52,000 

50,400 46,000 

備考 

１ 市町村民税額の計算には、住宅借入金等特別控除等の税額控除は適用されません。 

２ 市町村民税所得割課税額が 57,700 円未満の世帯で、子ども等が２人以上いる場合 

   第２子：利用者負担額×0.5  第３子以降：0円 

3 市町村民税所得割課税額が 57,700 円以上の世帯で、同一世帯から 2人以上の就学前児童が保

育所、幼稚園、認定こども園等を利用している場合 

   第２子：利用者負担額×0.5  第３子以降：0円 

４ 市町村民税所得割課税額が 57,700 円以上の世帯のうち、18歳に達する年度内の子どもが 3

人以上いる世帯で、第 3子以降の子どもが保育園に就園している場合、次表の額を利用者負担額

とします。 

階層区分 利用者負担額（月額／人） 

第４階層 ０円 

第５階層及び第６階層 利用者負担額×０．４ 

第７階層 利用者負担額×０．８ 

 ５ 備考３及び備考４の規定は、順に適用されます。 

 



 

 

(2) ひとり親世帯・在宅障がい者世帯等 
（単位：円） 

各月初日の支給認定保護者の属する世帯の 
階層区分 

利用者負担額（月額／人） 

階層 
区分 

定義 

子ども・子育て支援法施行規則第４条に規定する保育

必要量の認定区分 

保育標準時間（上段） 

保育短時間（下段） 

０歳児 １・２歳児 

第１ 
階層 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯
を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰
国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
る法律による支援給付受給世帯 

0 0  

0 0  

第２ 
階層 

第１階層を除き、
当該年度の４月
分から８月分ま
での利用者負担
額の算定にあっ
ては前年度分の、
当該年度の９月
分から３月分ま
での利用者負担
額の算定にあっ
ては当該年度分
の市町村民税の
額の区分が右欄
の区分に該当す
る世帯 

市町村民税非課税世帯 
0 0 

0 0 

第３ 
階層 

市町村民税所得割課税額 
４８，６００円未満 

0 0 

0 0 

第４ 
階層 

市町村民税所得割課税額 
４８，６００円以上 
７７，１０１円未満 

0 0 

0 0 

市町村民税所得割課税額 
７７，１０１円以上
９７，０００円未満 

22,800 21,000 

19,800 18,000 

第５ 
階層 

市町村民税所得割課税額 
９７，０００円以上 
１６９，０００円未満 

32,300   29,700 

29,300  26,700 

第６ 
階層 

市町村民税所得割課税額 
１６９，０００円以上 
３０１，０００円未満 

43,000   39,600 

40,000  36,600 

第７ 
階層 

市町村民税所得割課税額 
３０１，０００円以上 

53,400   49,000 

50,400 46,000 

備考 

１ 市町村民税額の計算には、住宅借入金等特別控除等の税額控除は適用されません。 

２ 市町村民税所得割課税額が 77,101 円以上の世帯で、同一世帯から 2人以上の就学前児童が

保育所、幼稚園、認定こども園等を利用している場合 

   第２子：利用者負担額×0.5  第３子以降：0円 

３ 市町村民税所得割課税額が 77,101 円以上の世帯で、18歳に達する年度内の子どもが 3人以

上いる世帯で、第 3子以降の子どもが保育園に就園している場合、次表の額を利用者負担額とし

ます。 

階層区分 利用者負担額（月額／人） 

第４階層 ０円 

第５階層及び第６階層 利用者負担額×０．４ 

第７階層 利用者負担額×０．８ 

  ４ 備考２及び備考３の規定は、順に適用されます。 

 


